
         
 「

ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
節
目
年
齢

が
変
わ
り
ま
す 

毎
年
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
、
年
金

加
入
記
録
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
年

金
制
度
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
、
通
常
は

ハ
ガ
キ
で
送
付
さ
れ
て
き
ま
す
。
し
か

し
、
35
歳
、
45
歳
及
び
58
歳
の
年
齢

は
、
年
金
の
受
給
に
必
要
と
な
る
加
入

期
間
を
確
保
す
る
た
め
の
節
目
と
な
る

年
齢
で
あ
っ
た
り
、
年
金
の
請
求
を
間

近
に
控
え
て
い
る
年
齢
で
あ
る
た
め
に
、

節
目
年
齢
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
年
齢
の
人
に
は
封
書
で
「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。 

年
金
記
録
の
整
備
に
要
す
る
期
間
が

短
縮
し
て
き
た
こ
と
等
か
ら
、
平
成
25

年
度
以
降
は
、
こ
の
節
目
年
齢
の
う
ち

58
歳
が
59
歳
に
変
更
さ
れ
ま
す
。 

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
概
要 

35
歳
、
45
歳
及
び
58
歳
の
節
目
年

齢
の
人
に
は
、
封
書
に
よ
る
「
ね
ん
き

ん
定
期
便
」
が
送
付
さ
れ
、
次
の
よ
う

な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

封
書
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
は
、

年
金
加
入
記
録
の
確
認
方
法
等
を
詳
し

く
記
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
、
年
金

加
入
記
録
に
「
も
れ
」
や
「
誤
り
」
が

あ
っ
た
場
合
に
提
出
す
る
た
め
の
「
年

金
加
入
記
録
回
答
票
」
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。 

○
35
歳
・
45
歳
の
人 

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間 

・
こ
れ
ま
で
の
加
入
実
績
に
応
じ
た
年

金
額 

・
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額 

・
こ
れ
ま
で
の
加
入
履
歴 

・
厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
と
保
険

料
納
付
額
の
月
別
状
況 

・
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
状
況 

○
58
歳
の
人 

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間 

・
老
齢
年
金
の
見
込
額 

・
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額 

・
こ
れ
ま
で
の
加
入
履
歴 

・
厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
と
保
険

料
納
付
額
の
月
別
状
況 

・
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
状
況 

   

一
方
、
節
目
年
齢
以
外
の
人
に
は
、

ハ
ガ
キ
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
が
送

付
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。 

○
50
歳
未
満
の
人 

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間 

・
こ
れ
ま
で
の
加
入
実
績
に
応
じ
た
年

金
額 

・
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額 

・
最
近
の
月
別
状
況 

○
50
歳
以
上
の
人 

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間 

・
老
齢
年
金
の
見
込
額 

・
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額 

・
最
近
の
月
別
状
況 

※
す
で
に
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
に

は
老
齢
年
金
の
見
込
額
は
知
ら
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。 

 

平
成
25
年
度
中
に
58
歳
ま
た
は
59
歳

に
な
る
人 

○
昭
和
29
年
４
月
２
日
～
昭
和
30
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人 

平
成
25
年
度
中
に
59
歳
に
な
る
昭

和
29
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
30
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
は
、
平
成

24
年
度
中
の
誕
生
月
で
あ
る
58
歳
時

に
封
書
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
が
送

付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
平
成
25
年
中
の

誕
生
月
に
は
、
封
書
で
は
な
く
ハ
ガ
キ

の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。 

○
昭
和
30
年
４
月
２
日
～
昭
和
31
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人 

平
成
26
年
度
中
に
59
歳
に
な
る
昭

和
30
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
31
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
は
、
平
成

26
年
度
中
の
誕
生
月
に
封
書
の
「
ね
ん

き
ん
定
期
便
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。 

 口
座
振
替
で
前
納
し
よ
う
！ 

 

国
民
年
金
の
保
険
料
を
口
座
振
替
で

１
年
前
納
ま
た
は
６
か
月
前
納
に
す
る

と
割
引
が
あ
り
大
変
お
得
で
す
。 

 

２
月
末
日
ま
で
に
お
申
込
み
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
来
年
度
及
び
前
期
６
か

月
分
の
口
座
振
替
に
間
に
合
い
ま
す
。

詳
し
く
は
役
場
窓
口
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２
） 


